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令和７年３月７日総務委員会の会議録（抜粋） 

教育長発言の概要 

○委員 

 県立高校の魅力化ビジョンということで５か年の策定をされたということで、非常

によくまとまっているんじゃないかなというふうに思いますが、今、国のほうで、高

校の無償化ということがこれから進んでいくという中で、島根県内においても私立の

高校がありまして、そことの競争みたいなことが、より今後、大きくなっていくんじ

ゃないかというふうに考えるわけなんですけども、そういった私立の高校とのすみ分

けじゃないですけども、共に成長していくべきだというふうに思うんですけども、時

期的にこれからの計画なので、難しいところはあると思うんですけども、そういった

視点を、見る限りあまりないのかなというふうに思ってまして、これからそういった

ところをより重視する必要があるんじゃないかなというふうに考えているんですけど

も、どういうふうに捉えているかということ。 

 

○野津教育長 

 私立高校の点について、私からお答えさせていただきます。 

 今回の無償化が仮に実現したとして、県内に対しては、あまり影響がないと思って

おります。県内の高校はただ、所得制限が解放されるぐらいで、結果的に、今回の国

の高校無償化は都会の話であろうと思っています。それ自体が、本県の公私の再編に

直接影響するとは思っておりません。ただ、公私、県内はおおむねでいいますと、公

立が７、私立が３という入学定員の配分をこれまでもずっと守ってきて、全国的に昔

からそのような指導がありますが、守っているところが最近少なくなってきています

けども、本県は守ってきております。これは、県内において私立高校の存在というの

は、やはり大きな意味があって、公立高校にはない教育、あるいは多様性のある人の

受入れ、こういったことが進んでおりますし、あるいは部活動に特化した生徒の受入

れ等もございまして、島根県において、現在ある私立高校というのは存在意義がある

と、大きな教育の中での役割を果たしているというのが、県としての評価でありま

す。ですので、この入学定員の公私比率は守りながら、お互いがその中でどうやって

いくのかというのは、それぞれが考えていくということになります。 

 問題は、子どもが絶対的に減っていく中で、私立の高校の経営が維持できるような

人を集められるのかということ。そして、公立にとって見れば、適正な規模で教育が

維持できるのかということが焦点になります。これからの焦点はそこになります。そ

こについて、県立高校のビジョンで記載をしておりますけども、適正に考えていく

と。現時点で、今日現在で、江津地域以外の統廃合について検討している事実はござ

いませんし、今年度中に検討をはじめる考えは、私にはございませんという話は前か

らしておりますけども、この新しいビジョンに基づいて、適正規模ということを念頭

に、県立高校、入学定員の公私の話は、松江市立高校も公立の中に含んでおりますの

で、県教育委員会と松江市教育委員会が公立高校の当事者でありますけども、松江市

教育委員会とはよく、この点については、常日頃話合いをしております。お互いに学

校の適正規模、もう視点は子どもがどういう教育が受けられるかということが最大の
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ポイントでありまして。ただ、もちろん地域の方、ＯＢの方、卒業生の方等の御意見

もございますけども、やはり今回江津でやりましたように、子どもたちがどういう学

びが受けられるのか、そのためにどうしたらいいのかという視点で新設校という案を

出して、地域に御検討いただいたという経過がございます。そういったことが、これ

から市部でもはじまっていくと。江津市が一番小さいですので、子どもの数が一番少

ないですので、江津市からまずはじまったのでありますが、今後、島根県の人口が40

万とか全体がなるのであれば、当然、高校の再編はある、普通高校の再編はあると思

っておりまして、そのときに、私立がどうなるかというのは、経営の問題がございま

すので、私どもが意見するということはありませんけども、まずは入学定員の割り振

りというのは、当面はおおむね７対３で維持しながら、私立はそれぞれの学校法人

が、公立は県教育委員会と松江市教育委員会が、どうしていくのかというのをよく考

えていくことになる。こういった点を簡潔に、高校のビジョンで述べています。具体

的にはやはり、もう少しいろいろな情報なり、教員の確保のこともございますけど

も、そういったことも見ながらしっかり検討して、また県議会にも御相談しながら進

めていきたいと考えております。 
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○委員 

 高校の魅力化の今後の考え方ということで、今大体、卒業生が5,500人ぐらい、10

年たつと4,500人ぐらいというので、大体10年で1,000人から1,000ちょっと、これか

ら減っていって、今年生まれた子どもが3,100人だったので、本当に加速度的に今少

子化が進んでいるというのは明らかな中で、生徒にとってのこの魅力的な教育環境を

中長期的な視点に立って確保していくという中での、今回の江津高校と江津工業高校

の話も出てきたというふうに理解をしています。そういう中で、そういう判断も出て

くるということは、致し方ないというか、最適な判断の中でのそういう選択っていう

のは、今後も起こり得ていくんじゃないかなというふうに思います。この少子化が進

んでいく中で、生徒にとってのこの魅力的な教育環境を考えていくというときに、こ

れから５年間このビジョンで歩んでいくという中で、この５年間の中でもそういった

議論をしていく必要がきっと出てくるんだろうというふうに個人的に思っています。

そういう中で、一概にこういう基準っていうのは難しいと思うんですけども、生徒に

とってのこの魅力ある教育環境とは、どのように県教育委員会として考えていくのか

っていう考え方で、これは県教育委員会の考え方と市町村の考え方もあるのかなとい

うふうに理解をしています。そういう中での丁寧な協議が進んでいくことが大事だと

思っているんですけども。 

 その辺りについての考え方ということに付随してこれからのしまね留学の考え方と

いうことで、今、海外からのしまね留学というのは、これ新しい挑戦というか、より

多様性ある環境を島根の中での教室でつくっていくということは、個人的にすごく魅

力ある教育環境をつくっていく上で、新しい挑戦として、ぜひ、応援したいなという

ふうに思っているんですけども。今後、加速度的に進んでいくという中で、今、ある

程度200人っていうところが島根県としての一つの目安というか、基準に、しまね留

学がなっていると思うんですけども、この辺りを、これ住まい環境とセットで考えて

いかなければいけないので、単純に目標を引き上げるっていうことはできないと思う

んですけど、この辺りのこの目標値の考え方を、少子化と照らし合わせたときに、こ

の少子化の打ち手としてのしまね留学っていうことでは単純にないと思うんですが、

その辺りの考え方っていうのをどのように考えているのか。 

 

○野津教育長 

 子どもにとって何が魅力かというと、やはり自分の将来だと思います。私、就任以

来ずっと申し上げているとおり、子どもの選択肢を広げると、将来の選択肢を大きく

広げるという言い方をさせていただいております。これが魅力だろうと、これがどの

程度かなえられるかというのが、教育の魅力だろうと思いますし、私は学校の設置者

として言えば県立学校、特に、今回高校でいえば、高校に入ってどの程度、進路の多

様性、自分が、もちろん進路を知るというところからはじまりますが、ここを十分知

った上でそこへ行けるようになるのかという、行ける力がつけられるのかという、そ

こまで含めて選択肢を広げると、これがかなえられる、もちろん100％とはいきませ

んけども、大きくかなえられるというところが魅力であろうと。 

 なので、例えば昨日、遠隔授業の御説明をいたしました。中山間地域で、なかなか
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全体の中で、多分難関大学と言われるようなところに向かうための進度別の学習、教

員が少ないのでなかなかできないのですが、現実にやっているところもあります。そ

ういったところを遠隔で支援をすると。これはどちらかというと、難易度の高い授業

のほうが遠隔に、私は向いているのではないかと思います。理解をより深めないとい

けない授業というのは、そばにいてケアしたほうがいいと思うので、教員が足りなく

ても進度別をやって、遠隔授業をやることで希望する道へ行く力をつけると、こうい

ったことはまだできる環境にある場合もあります。そのように、あとは開講科目のな

い理科とか社会の、開講科目のないところですね、遠隔でフォローすると。これはも

う既にやっておりますけども、そういったことを広げていくということで今の学校の

まま、存在のまま、そういった子どもの選択肢を広げるのを維持していくと、そうい

ったこともしっかり取り組んでいきたいと思っています。 

 もう一つは、中山間地域、郡部のほうですよね、町村にある学校については今以上

に減らすと、やはり自宅から無理してでも通えるところに高校がなくなるということ

で、これは定住施策にも大きく影響する事柄だろうと思います。そのこともあって、

必死に、一学級となっても残しながら、教育を何とか頑張って、定住の阻害要因にな

らないようにやっているわけですけども、いずれ、それだけでは無理になる。中山間

地域も現状のままと、通信等で持ちこたえることもできなくなるぐらい子どもがいな

くなる可能性がございます。そこはまた、どうしていくのかというのはしっかり検討

していかなければならない。 

 市部においても同じであります。今回松江市においても、非常に、子どもの生まれ

てくる数が少なかったと。100人単位で減っていくということでありますから、これ

を各学校に分けて、定員を減らしていく。持ちこたえられるか、今の学校の数のまま

持ちこたえられるか、市内にある学校が、みんなが小さくなっていくのがいいのか、

それとも再編をしたほうがいいのか。そこは、通える範囲内、無理をすれば通える範

囲内の話でありますので、これは中山間地の学校の再編とはまた違う視点でものを考

えないといけない。今回の江津もそうですね、通える範囲内での統合新設校というこ

とであります。 

 そこはしっかり考えるのと、それに対するしまね留学ですけども、新しい計画、島

根創生計画なり、教育のビジョンでは、200人というのは目標、ＫＰＩではありませ

ん、落としました。200という数字が走り過ぎてしまって、これ結果200であって。Ｋ

ＰＩから落としたということです。現状、私は以前、委員の質問のときに申し上げ

た、全体、学校として半分までだろうということ。これ、実際半分までやればもっ

と、200人どころじゃない話でして、全学校が半分まで入れたらもっと多いですけ

ど、おっしゃられるとおり住まいのこともございますし、全国的な競争のこともござ

います。結果として、200人程度が既に、全国的な流れとして定着しているので、実

際には波があるわけですし、各学校においても宿舎が、この学年は多く取ったので埋

まっていると、空かないという、例えば来年の入学生は寄宿舎が空かないので、ちょ

っと抑制せざるを得ないというような事情もございます。それはもう学校によって違

うので、それで、なべてやると大体200人ぐらいになっているということでございま

すので、200人が増えても別に構わないわけであります。先ほど言いましたように、
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各学校において半分以内であれば、全体の合計っていうのがそれほど重きのある、こ

れだけ定着してくるとそこに重きがあることではないので。はじめた頃は、一つの目

安としてあったとは思いますけども、この計画が変わるタイミングで、それは目安と

いいますか、結果であって、おそらく、しばらく200人程度は続いていくのでないか

と思っていますし、あるいは若干増える要素は、昨日もお話の中で出ていますけど、

みなし寄宿舎を市町村が整備していただいていると、共同下宿も整備していただいて

いるという、それぞれの学校で受入れ、例えば、雲南市さんがやっておられるのは、

大東高校はほとんど県外から来てなかった学校ですけども、そこで、そういったこ

と、県内も含めて他地域も含めてですけども、受入れを雲南市さんがやって、大東高

校を盛り上げようと。非常に大東高校、生徒の数が減っている、入学定員を今年度も

既に減らしたわけですけども、そこに危機感を持っていただいて住まいを確保してい

ただいている。これは一つの流れなので、隠岐の島町も、水産高校を維持するために

立派なみなし寄宿舎を、今、建てていただいているところであります。 

 私の考えは、高校というのは、学校というのは、通う生徒がいなかったら存在しな

い。高校があるから通う生徒を確保するではなくて、通う生徒がいるから高校がある

という考えを、これまでの議会で述べさせていただいております、そのとおりであり

まして。なので、みなし寄宿舎、共同下宿という形で、地域で住民を確保していく。

高校生を確保って、私から言えば住宅政策なので、住民を確保して人が住んで、それ

が高校生の適齢、学年、年齢なので、高校に通ってきているので高校の生徒が増えて

いると。こういう、これが基本的な建てつけだと私は考えております。これは揺らぐ

ことなく、そう思っております。この教育委員会だけではなくて、これまでの役人と

してのキャリア、そういった定住の方法とかも踏まえてそう思っております。住む人

があってはじめての学校ということであります。要は、そこに住んでいる人がいて学

校に通ってくれるのであれば、入学、規模が維持されると私は思っていますので、私

自身からといいますか、県教委のほうから、しまね留学を増やして高校を維持する、

高校を維持するためにしまね留学を盛んにするという考えはありません。 

 ただ、おっしゃるように、そういった島根でない子どもたちが来ることで島根の子

どもたちが非常に刺激を受けていると、これは間違いない事実でございます。保育所

から中学校までクラス替えがなしにきたような子どもたちが、県外のいろいろな考え

を持つ、15歳の段階で島根に来ようと決断するような子どもたち、そういった子ども

と一緒に学ぶというのは大きな刺激であって、これは非常にいいことだと思って、し

まね留学を引き続きやると言っております。それが、さらに今の社会、子どもたちが

出ていく社会の国際化、こういったことも踏まえてより早い段階で、そういった留学

生だったり帰国子女となる方だったりを、もう少し積極的に受け入れてもいいのでは

ないかと。高校の現場からもそういった声が出ております。そういった刺激を受けて

子どもたちが学び育っていくと。これは一つ、高校の在り方、高校の魅力だろうと思

っています。 

 そういった考えがあって、ビジョンにそういったものは一つ一つ反映させておりま

すし、先ほど言いましたように、子どものそういった外からの刺激も含めて、刺激を

受けて自分の将来の選択肢を考えてほしいし、その選択肢が広がって、そこを選んで
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進める力をつけると。ここが、今の県立高校の大きな役割だろうと思っておりまし

て、それが果たせるか、果たせなくなってくるのかというところが、学校の存続のポ

イントになろうかと、今考えております。まだ、具体的な学校で検討はしておりませ

んけども、いずれ、していかなければならないとは考えております。 
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○委員 

 働き方改革はやっぱり教頭先生が一番、今、仕事量が多いといいますかね、調査も

のがたしか年間180ぐらいあったようなふうに聞いてたと思うんです。そういうこと

でありますと、なかなか、じゃあ女性の教員の皆さんが、教頭になりたいか、校長に

はなりたくても教頭の仕事量を考えるとっていうところもあるんじゃないかと思いま

すので、そこら辺のところはしっかりと分掌表をしっかりと区分けできるような補

助、校長ができるような、女性も本当にしっかりと管理職を目指せるようなやっぱり

そういった体制を整えていただきたいなというのが一つでありますし、先ほど来、言

っておられました、今回たくさんいろんなものが出ていますが、ページをめくると、

やはり島根県のキーフレーズ、「誰もが、誰かの、たからもの。」というのをほとん

どつけていただいている、これはやっぱり島根県の教育の基本なんだということなん

だろうというふうに思います。やっぱり島根県はそこが一番なんだっていうことを、

まず学校のほうでそれぞれ教員の先生方が島根の教育はこれなんだ、島根県のキーフ

レーズって教育の基本って何ですかって聞いたら必ずこのフレーズが出てくるぐらい

な、やっぱり浸透をぜひさせていただきたいなというふうに思います。これが基本で

あるというふうに私は思っておりますので、ぜひそのことをお願いをしておきたいと

いうことが一つ。 

 細かくなりますけれども、今度は学力の推進プランについてでありますが、学力調

査についてはあんまり重視しないと言いつつも、ここには上げておられる。年々やっ

ぱり少しずつそれが下がっているという状況もここに入れていただいているというこ

とであります。やっぱり楽しい、好きだという授業をつくっていかなければならない

というふうに、ここにも記入いただいているんですけど、第１期、これ１期なのか

な、前期、いろいろ試行錯誤していただきながらやっていただいたと思うんですけど

も、それではまだまだ学力向上という形にはならないっていう現実があることをぜひ

とも皆さん、先生方にも、大変ですけど御理解いただいて、楽しい授業はどうしたら

いいかっていうことをそれぞれやはり学校、先生方がぜひ改革、改善の努力をいただ

くことをお願いしたいと思います。すみません、要望ばっかりでしたけども、もし何

かコメントがあればよろしくお願いします。 

 

○野津教育長 

 委員の皆様方から新しい取組と働き方改革の両立、大変難しい問題でございますけ

ども、現時点でも、教員、学校現場でどういう教育をするのかと一生懸命考えてい

る、それが今の教育魅力化ビジョンであったり、学習指導要領に必ず帰りながら考え

ているというところが、中身は今度新しいビジョンに変わる。全く、膨大な量が降っ

てくるわけではなくて、学校の中で教員一人ひとりが毎日やっている授業研究であり

ますとか、教材研究、あるいはそもそもの自分のスキルアップといったところの、新

しくなってきたものを取り入れていくということでございますので、４月に大きな山

が落ちてくるということではなく、日々の中で取り入れて入れ替えていくということ

になろうかと思います。それでもやはり負担が多い、学習指導要領が変わったときは

特に負担が多いと現場からの声も聞いております。そういったものをしっかり学校全
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体として、おっしゃられたようにチーム学校、教員全体として取り組むというところ

が、私、小学校65、中学校２つ回ったときに感じるのは、そこが少し欠けているので

はないかと。やはり教員一人一人の独立性が強くて、それも尊重されて、なので逆に

やりやすい、教員としてはやりやすい面がありました。 

 ただ、今までの学力としての成果を見ても、それでは継続性がない、子どもの、小

学校１年生から中学校３年生までの積み重ねがうまくできていない、それはなぜかと

いうと、やはり学校全体として１年生からどういう系統性を持って教えていくのかと

いうところがいま一つ成り立っていないのではないかというところを私自身も感じ、

全ての学校の、その67の学校の校長と１時間ずつぐらいそういったことを私からもい

ろいろ提案をして、もっとこうしたらいいのではないか、こうできないのか。いや、

できない、みたいなところをしっかり、学校の校長から見ると迷惑だったかもしれま

せんけど、私、教員免許を持ってないですから、役人っぽく、まるで財政課がものを

詰めるかのように、詰めていくとやはり気がついていただけることはたくさんありま

す。もっと学校で学校全体でというところを、今までテストの結果、全国学力調査の

結果は研究部とか一部の組織の中で分析してもらって、結果だけをみんなで共有する

形ですけど、私が言っているのは、分析を全員でしましょうと言っているわけです。

そういう問題、要は形になったものから受け取ると、段々形骸化してくる、自分事と

して自分の工夫にならない。なので、形をつくるところを共有し、みんながやれば、

そのあと、一人ひとりの力が倍増するのではないか。それで教員同士で議論を重ねれ

ば、もっといいことになるのではないか、そして、学年の積み重ね、系統性が確保で

きるのではないかという話を67回やりました。 

 それ以外にも市町村の教育長会議、年４回やりましたけど、ここでも繰り返し、繰

り返し毎回やって、先般、須山議員の御質問に答えたように、思いが一年半かけて、

市町村の教育長とやっと共通認識を持ったということで、新しい学力向上策というも

のに向かえる、受け入れていただいてやっていただけると、納得してやっていただけ

る環境ができたのではないかなと思っています。 

 少し時間はかかった上に任期をまたいでしまって結論が出たのですけども、２期目

になって継続してやっているよかったことかなと。時間がこれぐらいかかるというの

は、教員、学校文化といいますか、これまでのものを打ち破っていかないといけなか

ったので、かかりましたけど、いろいろな、まだまだ我々も検討しないといけない課

題もたくさんございますし、本当に非常勤まで合わせると１万人を超える教員を同じ

思いを持って、子どもたちを指導、教育していただかないといけませんので、引き続

き、しっかり我々も情報発信して、相手が、実際に行動する人が納得するような視点

で、ものを発信していくことが大事だろうと思っています。 

 いろいろ御指摘、御指導いただきました点を踏まえまして、しっかり今後も取り組

んでまいりたいと思っております。 
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○委員 

 これは今議論を聞いておって、自分の感想なんですけども、教育っていうのは、昔

も今も本来変わってないと思うんですよ、教育は。ただ、時代背景とか環境の違いに

よって、明文化したり細分化したり理論化していると。こういうことだと思うんです

よね。例えば働き方改革一つ取ってみても、教員の生活っていうのは、本来全部あれ

教育だと思うんですよね。教育の個人的な問題もそりゃああるけども、教員という仕

事についた以上は、ほとんどのことが、やはり教育にリンクしてると思うんですよ。

それを、何かこれは必要だということだと、そういう仕事はないということを無理や

りに分けるというかね、じゃあ、どういうことが必要だということで、どういうこと

が不要だということだという定義が決まっているわけでも何でもない。ただ、そこで

そういうことは、もうその教育の仕事としての範疇に入らんだろうというような勝手

な判断に基づいてやっとるわけであって、私は、もっとおおらかさがあっていいんじ

ゃないかと、全てこう細分化して、いやあ、とにかく時間は何時から何時までが、い

わゆる教員としての仕事であって、これはもうプライベートだと、そういうふうなこ

とではなくて、やはりもうちょっと何というか、余裕があってもいいんじゃないかな

と。やはり、子ども本位の教育ですから、もうちょっと、例えば一般の会社員が働き

方改革からそういうことに、かなり神経質にもなってるんだけども、今議論されてい

るようなところまで、果たして一般の企業がやってるかといったら、そういうもんで

はないと。あまりにも今の特に教育問題なんかについて、教員の働き方改革なんても

のが、私は過剰に議論されてると。もうちょっと教育だからこそ、そこにもうちょっ

と余裕があっていいんじゃないか、本当、子ども本位のものがあっていいんじゃない

かと。それを何か聞いとって思うんですよね。何か全てもうがちがちに細分化して明

文化して、それで今度は先生方の労働環境はよくなるかもしれんけれども、果たして

それが教育現場にとっていいのかどうなのか。やっぱり子ども本位にやはり考えてみ

ることも必要じゃないかなと思いますね。そのことが、要するに今までにやったこと

はいけないとは言わない。ただ、話を聞いて議論を聞いとって、何となく話がぎすぎ

すするというかね、何かもっと対象が子どもですから、教育をするっていうことを考

えたときに、四角四面で対応する、そういう職業ではないんではないかなと、本当

は。だから今がいけないというんじゃないんだけども、そういうふうな、例えば先生

にも多少残業しても、そこ入れなくてもね、それぐらいのことは子どもを思う気持ち

の中からそれはやってもいいんだ、そのことはやってやろうと、そういうようなやっ

ぱり思いやりというかね、そういうものを何か私は教育界に求めたいですよね。これ

は感想なんですけども。 

 

○野津教育長 

 おっしゃるとおり、教員が余裕を持っておおらかに接するという、これが島根の人

から人への学びというのは、まさにそこが特徴といいますか、ありがたいところとい

いますか、機械的でないところ、ちゃんと個人を、相手を人間として個人として尊重

して、ものを接するというところが島根の教育のいいところだろうと思っておりま

す。ぜひ、そうありたいと思っていますし、多くの教員はそのように思っているの
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で、黙って家に仕事を持って帰ったり、持ち帰り仕事、これ校長が持って帰ってやり

なさいって、答弁でも言いましたけど、持って帰ってやりなさいとは全くどこも命令

していませんので。教員が自分の判断で持って帰っていると。なので私が訪問するっ

て、聞くよって言ったので、慌てて教員に持ち帰っているかって聞いてみると。実態

把握している学校長もいましたぐらいですから、持って帰っていることは知っている

のだけど、どれぐらいの頻度でどれぐらいやっているのかというのは知らなかったと

いう校長も少なからずおりました。そういう文化に、労働環境になっているというの

は事実ですけども、今回それも含めて何とかしたいという思いを、答弁をさせていた

だいたところでございますけども、やはり、何でそういう環境でありながら、こうい

ういろいろな問題が出てくるかというと、やはり昔と今の教育のそういった人間の部

分というのは一緒ですけど、学ぶ内容が格段に増えているというのがこれは間違いな

くあります、学習量が増えていると。今、本県では議会と一緒になっていただいて重

点要望でも言っておりますけども、これ、格段に増えている。土曜半ドンの授業時間

はなくなっているという中で、やはり教えていかざるを得ない、次へ次へと教えてい

かざるを得ない部分がございます。これ少しやめてもいいのではないかと、標準時間

実数というのは小学校の高学年で年間1,015時間ありますけども、このとおり、そこ

できっちり終わっていいのではないかといっても、最終的には大学受験があるので、

学習指導要領にはそんなに詳しくは書いてないですけど、学習指導要領に書いてある

ことを具現化した教科書が、文部科学省が検定して、これはいいよって言ったら、そ

の教科書に載っていることは、すべからく大学受験の対象になる、こういう現実があ

るので、やらざるを得ないです。文部科学省が、いや、自由に裁量でやっていいよと

いうけれども、最後大学受験から除いてくれないと、やらざるを得ない。たくさん増

えた分だけやらないといけない。これは国の審議会の新しい学習指導要領を検討する

部会がはじまって、特別部会があって、３回、年明けからやっていますけども、そこ

で、授業時数は増やさないという言い方をしているけど、学ぶ内容は減らさないで授

業時数を増やさないと言っていると、もう既にパンクしている状況が変わらないです

ね。 

 このパンクが変わらないと教員が子どもたちに相対する時間が、余裕が持てない。

したがって、子どもが多様化していることに対して教員のいら立ち、自分が十分対応

できないいら立ちとかも当然入ってくるでしょうし、うまくいかない部分がある。な

ので、そこのところ授業を減らしても構わないようにしてくれということを私も先般

全国の教育長会議でみんなの前で発言を求めて初等中等教育局長に物を申して、事務

次官とか局長との間の審議官などにに直接お会いして、そういう話をしております。

受け止めは、言っていることは分かるという受け止めでありますが、じゃあそれが実

行できるかというと、文部科学省は文部科学省の理屈があって、なかなか難しいかも

しれません。ただ、それが今、大きな声として上げていくし、審議会の特別部会の中

でもそういった声が出はじめているというところでありますので、私、微力でありま

すけれども、そういった声をしっかり上げて、知事も上げてくれていますので、そう

いった大きな力も借りながら、発信力も借りながら実務としてしっかり、適正な内容

にして教員が子どもと向き合える時間を、昔のように戻していくということがとても
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大事じゃないかと思っています。それまで、教員の方、大変自己犠牲の精神が旺盛な

方々が多いので、やってくれていますけども、やはりそれでは長続きしないし、御自

身の健康状態、こういったものは、特に脳血管的なものは後になって出てきますの

で、そういったことも心配ですので、そういった対症療法でありますけど、現状の働

き方改革を進めながら総合的に教員がもっと昔のように子どもと触れ合う時間を長く

するように、国全体の仕組みを変えていくように取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 

 


